
きよせ市議会だより 平成 20 年 5 月 15 日 (�)

   第 1 回定例会（３月）で審議された議案等の結果（○：賛成 ×：反対）

議 案 番 号 件 名 清瀬自民ク 共産党 公 明 風 自由民権 議決結果

議案第  1  号 専決処分の報告について（平成 19 年度清瀬市一般会計補正予算（第 5 号）） ○ ○ ○ ○ ○ 承 認

議案第  2  号 平成 20 年度清瀬市一般会計予算 ○ × ○ ○ × 可 決

議案第  3  号 平成 20 年度清瀬市国民健康保険事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  4  号 平成 20 年度清瀬市老人保健医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  5  号 平成 20 年度清瀬市下水道事業特別会計予算 ○ × ○ ○ × 可 決

議案第  �  号 平成 20 年度清瀬市駐車場事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  7  号 平成 20 年度清瀬市介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  8  号 平成 20 年度清瀬市後期高齢者医療特別会計予算 ○ × ○ ○２
×１ × 可 決

議案第  9  号 平成 20 年度清瀬市受託水道事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 10 号 平成 19 年度清瀬市一般会計補正予算（第 � 号） ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 11 号 平成 19 年度清瀬市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 12 号 平成 19 年度清瀬市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 13 号 清瀬市後期高齢者医療に関する条例 ○ × ○ ○２
×２ × 可 決

議案第 14 号 清瀬市議会委員会条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 15 号 清瀬市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 1� 号 清瀬市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 17 号 清瀬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ × 可 決

議案第 18 号 清瀬市特別会計条例の一部を改正する条例 ○ × ○ ○２
×２ × 可 決

議案第 19 号 清瀬市青少年委員の設置及び職務等に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 20 号 清瀬市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 21 号 清瀬市児童センター条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 22 号 清瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 23 号 清瀬市介護保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 24 号 清瀬市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 25 号 清瀬市立公園条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 2� 号 清瀬市下水道条例の一部を改正する条例 ○ × ○ ○ × 可 決

議案第 27 号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 28 号 清瀬市土地開発公社定款の変更について ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第 29 号 清瀬市教育委員会委員の任命について 投 票 に よ る 同 意

議案第 30 号 清瀬市教育委員会委員の任命について 投 票 に よ る 同 意

陳 情 番 号 件 名 清瀬自民ク 共産党 公 明 風 自由民権 議決結果

陳情第  1  号 空堀川への常時放流に関する陳情 × × × × ○ 不採択

陳情第  2  号 電柱移動に関する陳情 ○１
×６ ○ ○ × ○ 採 択

陳情第  3  号 国保医療保険料・後期高齢者支援金分・介護保険料・住民税等の税率減額と納
入額減額の見直しに関する負担軽減の陳情 × ○ × × ○ 不採択

陳情第  4  号 後期高齢者医療制度についての陳情 × ○ × ○２
×２ ○ 不採択

提出された議案等の結果

─陳情─
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議 案 番 号 件 名 清瀬自民ク 共産党 公 明 風 自由民権 議決結果

議案第  1  号 米兵による暴行事件に対する抗議決議 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  2  号 米兵による暴行事件に対する意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  3  号 自衛隊イージス艦と漁船衝突事件の真相究明などを求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  4  号 産科・救急医療体制の早期整備を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  5  号 中国産冷凍ギョウザの農薬混入事件の徹底解明と食の安全を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  �  号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  7  号 中学３年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議案第  8  号 道路特定財源の制度堅持に関する意見書 ○ × ○ × × 可 決

・  表中の会派の名称 清瀬自民ク＝清瀬自民クラブ （７人） 共産党＝日本共産党（５人）
    公明＝公明党（４人）   風＝風 （４人）   民権＝自由民権 （１人）

※風については、市長提出議案第１号から第１２号までの審議に１人が欠席しています。
（ ）内の数字は、会派所属議員数を示したものです。ただし、清瀬自民クラブについては、議長を除いた数です。

報 告 番 号 件 名 清瀬自民ク 共産党 公 明 風 民 権 結 果

報告第  1  号 平成 20 年度清瀬市土地開発公社事業計画及び予算について 了 承

─報告─
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